
カウンターインテリジェンス・センターの設置に関する規則 
 

平成２０年３月４日 
内閣総理大臣決定 

 
（設置及び任務） 

第１条 内閣官房内閣情報調査室に、カウンターインテリジェンス機能の強化

に関する基本方針の施行に関する連絡調整等を行うため、カウンターインテ

リジェンス・センター（以下「センター」という。）を置く。 
（組織） 

第２条 センターに、センター長、副センター長、参事官その他所要のセンタ

ー員を置く。 
２ センター長は、内閣情報官をもって充てる。 
３ 副センター長は、内閣審議官のうちから命ずる。 
４ センター長は、センターの事務を掌理する。 
５ 副センター長は、センター長を助け、命を受けてセンターの事務を整理す

る。 
６ 参事官は、命を受けてセンターの事務に関する重要事項に係るものに参画

する。 
（補則） 

第３条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織に関し必要な事項

は、センター長が定める。 
附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から実施する。 
 


